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介
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介
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む
す
び

・

一　
は
じ
め
に

ド
イ
ツ
で
は
、　
一
九
九
四
年
四
月
に
公
的
介
護
保
険
法
が
成
立
し
、

翌
九
五
年

一
月

一
日
か
ら
保
険
料
の
徴
収
が
開
始
さ
れ
た
。
同
年
の
四

月

一
日
か
ら
第

一
段
階
と
し
て
在
宅
介
護

（コ
韓
鵬
〓
多
①
り
蟄
£
こ
の
給

付
が
、
翌
九
六
年
七
月

一
日
か
ら
第
二
段
階
と
し
て
施
設
介
護

ド
イ
ツ
に
お
け
る
高
齢
者
介
護
制
度
と
高
齢
者
の
権
利
保
障

（
一
）

田

中

克

志

δ
け鱗
一いｏ
●

，
お

り
”
①零
）
の
給
付
が
行
わ
れ
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

「介
護
保
険
の
発
展
に
関
す
る
特
斜
」
に
よ
れ
ば
、　
一
九
九
七
年
に
は
、

訪
問
介
護
で
は
約

一
一
七
万
人
、
入
所
介
護
で
は
約

‐四
三
万
人
の
計
約

一
六
〇
万
人
が
介
護
保
険
の
給
付
を
受
け
て
い
る
。

わ
が
国
に
お
い
て
も
、
ド
イ
ツ
に
後
れ
る
こ
と
二
年
半
、　
一
九
九
七

年

一
二
月
に
介
護
保
険
法
が
成
立
し
、
二
〇
〇
〇
年
四
月
か
ら
の
施
行

に
む
け
て
準
備
が
す
す
め
ら
れ
て
い
る
「
こ
の
介
護
保
険
法
の
制
定
に

あ
た
っ
て
最
も
論
点
と
な
っ
た
の
が
、介
護
サ
ー
ビ
ス
の
財
源
と
し
て
、

社
会
保
険
方
式
と
公
費
方
式
の
い
ず
れ
に
よ
る
の
が
よ
い
か
、
と
い
う

点
で
あ
っ
た
。
そ
の
さ
い
、
検
討
の
参
考
と
さ
れ
た
の
が
ド
イ
ツ
の
公

（２
）

的
介
護
保
険
法
で
あ

っ
た
。

三
二
五

四 三 二 一

ド
イ
ツ
に
お
け
る
高
齢
者
介
護
制
度
と
高
齢
者
の
権
利
保
障

（
一
）



法
政
研
究
三
巻
三
・
四
号

（
一
九
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九
年
）

わ
が
国
の
介
護
保
険
法
は
、
「加
齢
に
伴
っ
て
生
ず
る
心
身
の
変
化
に

起
因
す
る
疾
病
等
に
よ
り
要
介
護
状
態
と
な
り
、
入
浴
、
排
せ
つ
、
食

事
等
の
介
護
、
機
能
訓
練
並
び
に
看
護
及
び
療
養
上
の
管
理
そ
の
他
の

医
療
を
要
す
る
者
等
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
者
が
そ
の
有
す
る
能
力
に

応
じ
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
保
健

医
療
サ
ー
ビ
ス
及
び
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
給
付
を
行
う
」
も
の
と
す

る

（法

一
条
）
。
そ
こ
で
、
中
心
的
な
問
題
が
、
右
の
「必
要
な
保
健
医

療
サ
ー
ビ
ス
及
び
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
給
付
」
が
要
介
護

（高
齢
）

者
に
対
し
て
ど
れ
だ
け
提
供
さ
れ
る
の
か
、
そ
の
給
付
制
度
を
ど
う
整

備
す
る
か
、
と
い
う
介
護
給
付
の
内
容

・
量
と
質
に
あ
る
こ
と
い
う
ま

で
も
な
い
が
、
こ
の
提
供
さ
れ
る
べ
き
給
付
が
要
介
護

（高
齢
）
者
に

対
し
確
実
に
な
さ
れ
る
こ
と
、
そ
の
た
め
に
い
か
な
る
制
度
的
な
仕
組

み
が
用
意
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
も
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

こ
れ
は
、
介
護
給
付
に
対
す
る
要
介
護
（高
齢
）者
の
権
利
と
い
う
魯
鱚

か
ら
い
え
ば
、
要
介
護

（高
齢
）
者
の
権
利
を
実
効
あ
ら
し
め
る
権
利

保
障
の
問
題
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
こ
の
介
護
給
付
の
質
の
確
保

・
要
介
護

（高

齢
）
者
の
権
利
保
障
に
関
し
、
わ
が
国
と
の
制
度

（あ
る
い
は
政
策
）

比
較
と
い
う
観
点
か
ら
、
ド
イ
ツ
の
公
的
介
護
保
険
制
度
を
検
討
す
る

一二
一
一二ハ

こ
と
と
し
た
い
。
も
っ
と
も
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
介
護
施
設
に
係

わ
り
、
ホ
ー
ム
法

（口
ｇ
厭
〕８
騎
】一
が
公
的
介
護
保
険
法
の
制
定
以
前

よ
り
存
在
し
て
お
り
、
公
的
介
護
保
険
法
に
お
い
て
も
、
ホ
ー
ム
法
の

規
定
に
は
触
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る

（∽
０
”
目
一
一
条
四
項
）
。
し
た

が
っ
て
、
以
下
、
ま
ず
、
公
的
介
護
保
険
法
に
お
け
る
介
護
給
付
の
質

の
確
保
・要
介
護
（高
齢
）者
の
権
利
保
障
の
制
度
的
仕
組
み
に
関
ぃ
だ
、

つ
い
で
、
ホ
ー
ム
法
に
お
け
る
介
護
給
付
の
質
の
確
保
ｏ入
居

（高
齢
）

者
の
権
利
保
障
の
制
度
的
仕
組
み
に
関
レ
越
、
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す

Ｚつ
。

（
１
）

（
２
）

口
日
巳
８
８
【ュ
諄
Ｒ
〓
日

ど
ヽ
＞
３
ｏ
〓

●
●
０

∽
ｏ
Ｎ̈
Ｌ
ｏ
ａ
Ｆ
日
“

仲
『
ｏ”
ン
”
①『片
浄
酔
”
σ
ｏＨ
Ｑ５０
同
ロ
ゴ
刊
一ｏ
Ｆ
【●
●
”
Ｏ
①【
リ
コ
０”
ｏく
ｏ」０中

ｏ，
ｏ日
品

（以
下
、
国
ｑ
お
Ｆ
と
略
す
る
）
Ｌ
８
∞

，∽
・８
。
こ
の
報

告
は
、
公
的
介
護
保
険
法
に
基
づ
き

（
一
〇
条
四
項
）、
三
年
ご

と
に
議
会
に
提
出
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
、
一
九
九
七
年
度
が
第

一

回
で
あ
る
。

こ
れ
に
関
す
る
ま
と
ま
っ
た
紹
介
・検
討
と
し
て
、毛
塚
和
彰
「ド

イ
ツ
介
護
保
険
法
の
成
立
と
展
開

（上
）
（下
と
ジ
ュ
リ
ス
ト

一

〇
八
三
号
六

一
頁
以
下
、　
〓

一八
四
号
九
〇
頁
以
下
貧

九
九
六



年
）、
本
沢
巳
代
子
『公
的
介
護
保
険
―
ド
イ
ツ
の
先
例
に
学
ぶ
』

（日
本
評
論
社
、　
一
九
九
六
年
）
の
第
二
章
、
松
本
勝
明

『社
会

保
障
構
造
改
革
―
ド
イ
ツ
に
お
け
る
取
組
み
と
政
策
の
方
向
―
』

（信
山
社
、　
一
九
九
八
年
）
と
く
に
第
三
章
が
あ
る
。

（３
）
介
護
サ
ー
ビ
ス
が
契
約
を
通
じ
て
提
供
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、要
介

護
者
の
利
益
・権
利
を

「消
費
者
保
護
」
の
視
点
か
ら
論
じ
る
こ

と
が
大
方
で
あ
る
が
（例
え
ば
、
本
沢
・前
掲
書

一
六
八
頁
以
下
）

「消
費
者
保
護
」
の
視
点
で
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る

見
解

（本
下
秀
雄

「介
護
保
障
の
権
利
と
「主
権
者
」
視
点
―
「消

費
者
保
護
」
を
超
え
て
」
社
会
保
障

一
九
八
八
号

（
一
九
九
八
年
）

三
二
頁
以
下
）
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
以
上
立
ち
入
ら
な
い
こ

と
と
し
た
い
。

（４
）
Ｏ
①
∽無
Ｎ
　
●
σ
①
『
　
＞
【けＱ
貯
Ｑ
日
ｐ
　
＞
【け①
●
ｌ
ｏ
Ｆ
●

，
２
８
ｏ
　
●
●
０

「
濾
（唾
浄
鶴
日
①
さ
Ｌ
く
色
こ
μ
ギ

躍
①
く
ｏ
８

『
。＞
厭
習
０
け
。い
Ｏ
Ｎ
ト

（５
）
同
様
の
課
題
か
ら
検
討
し
た
も
の
と
し
て
、
松
本
勝
明
「ド
イ
ツ

介
護
保
険
法
―
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
と
質
及
び
経
済
性
の
確

保
①
②
③
④
」社
会
保
障

一
八
七
八
号
三
〇
頁
、　
一
八
七
九
号
四

八
頁
、　
一
八
八
〇
号
五
二
頁
、　
一
八
八
一
号
二
六
頁
貧

九
九
六

年
）
が
あ
る
。

ド
イ
ツ
に
お
け
る
高
齢
者
介
護
制
度
と
高
齢
者
の
権
利
保
障

（
一
）

（６
）
同
様
の
視
点
か
ら
検
討
し
た
も
の
と
し
て
、
本
沢

「ド
イ
ツ
の

ホ
ー
ム
法
と
施
設
介
護
の
質
の
確
保
―
公
的
介
護
保
険
導
入
の

前
提
条
件
と
し
て
―
」
経
済
研
究
四
〇
巻
二
号

（
一
九
九
六
年
）

一
五

一
頁
以
下
。

一
一　
公
的
介
護
保
険
法
に
よ
る
要
介
護
高
齢
者
の
権
利
保
障

１
　
介
護
給
付
の
シ
ス
テ
ム

０
　
介
護
保
険
給
付
の
原
則

公
的
介
護
保
険
法
は
、
要
介
護
状
態
の
危
険
を
社
会
的
に
保
障
す
る

た
め
に
、
社
会
保
険
の
新
し
い
独
立
し
た
部
門
と
し
て
公
的
介
護
保
険

を
創
設
し
た
が
３
０
”
目
一
条

一
項
）、
介
護
給
付
に
関
し
て
、
つ
ぎ
の

よ
う
な

一
般
原
則
を
規
定
す
る
。

①
自
己
決
定
の
原
則

要
介
護
者
が
自
立
し
、
自
ら
決
め
た
生
活
を
お
く
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
支
援
す
る
役
割
を
担
う
の
が
介
護
保
険
の
給
付
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
そ
の
支
援
は
、
要
介
護
者
の
肉
体
的
、
精
神
的
、
知
的
な
能

三
二
七
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（
一
九
九
九
年
）

力
を
取
り
戻
す
、
又
は
維
持
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
る

３
０
”
圏
二
条

一
項
）
。
他
方
、
要
介
護
者
は
、
そ
の
受
給
す
る
介
護
給
付
に
つ
い
て
、

様
々
な
設
置
者
に
よ
る
施
設
と
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
か
ら
こ
れ
を
選
択
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
要
介
護
者
の
希
望
に
は
、
可
能
な

か
ぎ
り
、
添
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
３
０
田
目
二
条
二
項
）
。
そ
の
さ
い
、

要
介
護
者
の
宗
教
的
な
欲
求
が
配
慮
さ
れ
る
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

３
０
”
目
二
条
三
項
）。
こ
の
要
介
護
者
の
選
択
権
は
、
と
く
に
施
設
で

の
介
護
に
さ
い
に
、
意
味
が
大
き
い
。
介
護
施
設
は
そ
の
多
く
が
教
会

系
の
福
祉
団
体
に
よ
っ
て
経
営
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
ぁ
機
。

②
在
宅
介
護
の
優
先

介
護
保
険
は
、
そ
の
給
付
に
関
し
、
在
宅
介
護
を
優
先
し
、
家
族
や

隣
人
に
よ
る
介
護
活
動
を
支
援
す
べ
き
も
の
と
す
る
。
そ
の
こ
と
よ
っ

て
要
介
護
者
は
、
可
能
な
か
ぎ
り
、
長
い
問
住
み
慣
れ
た
場
所
と
家
族

の
も
と
に
留
ま
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る

３
０
”
目
三
条

一
文
）。

も
っ
と
も
、
自
己
決
定
と
い
う
観
点
か
ら
、
要
介
護
者
に
は
在
宅
介
護

と
施
設
介
護
と
の
選
択
権
は
残
さ
れ
て
い
る
。
圧
倒
的
に
多
数
の
要
介

護
者
が
在
宅
で
介
護
を
受
け
、
ま
た
要
介
護
者
の
非
常
に
多
く
が
在
宅

で
の
介
護
を
望
ん
で
は
い
る
。
し
か
し
、
在
宅
介
護
を
推
進
す
る
こ
と

三
二
八

の
本
質
的
な
理
由
は
、
公
的
介
護
保
険
の
成
立
背
景
に
明
ら
か
な
よ
う

に
、
様
々
な
費
用
事
情
で
あ
る
。
施
設
で
の
継
続
的
な
介
護
。世
話
は
、

（２
）

訪
問
介
護
に
比
べ
て
非
常
に
高
く
つ
く
か
ら
で
あ
る
。

③
予
防

ｏ
リ
ハ
ビ
リ
の
優
先

介
護
金
庫
は
、
所
轄
の
給
付
提
供
者
の
下
で
、
あ
ら
ゆ
る
適
切
な
予

防
の
た
め
の
措
置
、
治
療
及
び
リ
ハ
ビ
リ
を
早
期
に
行
う
こ
と
を
指
示

す
る
も
の
と
す
る
。
そ
れ
は
、
要
介
護
状
態
に
な
る
こ
と
を
避
け
る
た

め
で
あ
る
６
０
回
凶
五
条

一
項
、
三

一
条
）。
そ
れ
の
み
か
、
介
護
状
態

に
な
っ
た
後
も
、
給
付
提
供
者
は
、
あ
ら
ゆ
る
範
囲
に
お
い
て
、
リ
ハ

ビ
リ
の
た
め
の
医
学
的

・
補
充
的
な
給
付
を
行
い
、
要
介
護
状
態
を
克

服
し
、
軽
減
し
、
ま
た
悪
化
を
防
ぐ
よ
う
に
働
き
か
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
と
す
る
ａ
口
０
日
五
条
二
項
）。
そ
し
て
、
こ
れ
と
対
応
す
る

か
た
ち
で
、
被
保
険
者
に
対
し
て
、
自
己
責
任
の
観
点
か
ら
、
要
介
護

を
回
避
し
、
要
介
護
状
態
に
お
い
て
医
学
的
な
リ
ハ
ビ
リ
に
協
働
す
る

等
の
義
務
を
負
わ
せ
て
い
る
３
０
”
目
六
条
）
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ

の
原
則
に
も
、
要
介
護
状
態
を
回
避
す
る
こ
と
に
よ
る
経
済
的
な
効
果

（３
）

が
期
待
さ
れ
て
い
る
。



④
啓
蒙
と
相
談

予
防
及
び
リ
ハ
ビ
リ
の
優
先
原
則
に
則
り
、
被
保
険
者
に
は
、
し
か

る
べ
き
生
活
ス
タ
イ
ル
に
よ
っ
て
要
介
護
に
な
る
こ
と
を
回
避
し
、
ま

た
、
要
介
護
者
に
は
、
要
介
護
状
態
を
克
服
す
べ
く
医
学
的
な
リ
ハ
ビ

リ
を
受
け
る
こ
と
等
の
義
務
を
、
自
己
責
任
の
観
点
か
ら
、
課
せ
て
い

る

３
０
ω
目
六
条
）。

こ
の
自
己
責
任
を
支
援
す
る
た
め
に
、
介
護
金
庫
の
義
務
と
し
て
、

被
保
険
者
に
対
し
て
は
、
健
康
か
つ
要
介
護
を
予
防
す
る
生
活
ス
タ
イ

ル
に
関
す
る
啓
蒙
や
相
談
を
行
い
、
被
保
険
者
や
家
族
に
対
し
て
は
、

要
介
護
に
関
連
す
る
問
題
に
係
わ
り
、
と
く
に
介
護
金
庫
の
給
付
、
他

の
提
供
者
の
給
付
や
援
助
に
関
す
る
啓
蒙
や
相
談
を
行
う
こ
と
と
さ
れ

て
い
る

（∽
Ｏ
ω
目
七
条
）。

②
　
給
付
さ
れ
る
介
護
の
種
類

介
護
保
険
の
任
務
は
、
「要
介
護
の
重
大
性
の
ゆ
え
に
連
帯
に
基
づ
く

支
援

（Ｃ
諄
ｏ「ｏ日
け習
記
）
を
頼
り
に
し
て
い
る
要
介
護
者
を
援
助

（口
驚
ｏ
）
す
る
こ
と
」
ａ
Ｏ
田
凶
一
条
四
項
）
で
あ
る
。
そ
し
て
、
要

介
護
者
と
は
、
「肉
体
的
、
精
神
的
若
し
く
は
知
的
疾
病
又
は
障
害
の
た

ド
イ
ツ
に
お
け
る
高
齢
者
介
護
制
度
と
高
齢
者
の
権
利
保
障

（
一
）

め
、
日
常
生
活
を
営
む
さ
い
に
、
日
常
的
か
つ
規
則
的
に
反
復
さ
れ
る

活
動
に
つ
い
て
、
少
な
く
と
も
六
ケ
月
の
間
、
相
当
の
又
は
よ
り
多
く

の
（
一
五
条
）
援
助
を
必
要
と
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
者
」
６
０
”
圏

一
四
条

一
項
）
で
あ
る
。

こ
の

「日
常
的
か
つ
規
則
的
に
反
復
さ
れ
る
活
動
」
に
関
し
て
は
、

①
身
体
の
世
話
、
②
栄
養
摂
取
、
③
移
動
及
び
④
家
事
の
各
分
野
ご
と

に
、
具
体
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
が
３
０
”
圏
一
四
条
四
項
）
、
①
か
ら

③
の
分
野
に
係
る
援
助
を
「基
本
介
護
」
６
日
●
０
り
由
①”
Ｃ
、
ま
た
④
の

分
野
に
係
る
援
助
を

「家
事
援
助
」
曾
”
５
１
【詳
の多
“
沖
冒
争
①
く
ｏあ
Ｒ
‥

い理
昼
）
と
す
る
。

介
護
保
険
の
給
付
に
は
、
右
の

「基
本
介
護
」
と

「家
事
援
助
」
の

必
要
性
に
応
じ
て
提
供
さ
れ
る
、
役
務
給
付

（∪
げ
房
け】Φ
一３
Ｉ
し
、
物

品
給
付

３
，
ｏ〓
ｏ
い∽ご
認
し
、
そ
し
て
金
銭
給
付

（Ｏ
①
】鮎
Ｈ①
一３
日
Ｌ

と

が
あ
る

３
の
国
圏
四
条

一
項
）
。
介
護
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
世
話
・支

援
が
役
務
給
付
、
介
護
支
援
機
器
や
技
術
支
援
と
い
っ
た
物
の
供
与
が

物
品
給
付
で
あ
り
、
双
方
の
給
付
形
態
を
あ
わ
せ
た
も
の
が
現
物
給
付

と
よ
ば
れ
る
が
、
こ
れ
が
給
付
の
原
則
で
あ
る
。
し
か
し
、
在
宅
介
護

の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
被
保
険
者
は
、
自
ら
必
要
な
世
話

・
支
援
を
確

保
で
き
る
な
ら
ば
、
現
物
給
付
に
代
え
て
、
介
護
手
当

３
由
①的
ｏ
”
①】ｅ

三
二
九
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を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る

（∽
Ｏ
ω
目
三
七
条
）
。

給
付
の
種
類
と
い
う
観
点
か
ら
、
介
護
保
険
の
提
供
す
る
給
付

６
０
”
目
二
八
条

一
項
）
は
、
つ
ぎ
よ
う
に
類
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

＜ａ＞
　
在
宅
で
な
さ
れ
る
介
護
給
付

（口
鱗
あ
汗
Ｆ

「
コ
£
ｅ

こ
れ
に
は
、
①

在
宅
介
護
現
物
給
付

３
ｏ
”
目
三
六
条
）、
②
在
宅

援
助
介
護
に
代
わ
る
介
護
手
当
６
０
”
目
三
七
条
）、
③
在
宅
援
助
介
護

と
介
護
手
当
の
組
合
せ
ａ
ｏ
”
目
三
八
条
）、
④
介
護
者
に
支
障
が
あ
る

場
合
の
在
宅
援
助
介
護
３
０
”
目
二
九
条
）
、
⑤
介
護
支
援
機
器
、
技
術

支
援
及
び
住
宅
改
造

（∽
〇
昴
目
四
〇
条
）
が
あ
る
。

要
介
護
者
が
、
自
宅
に
お
い
て
介
護
さ
れ
る
場
合
、
基
本
介
護
及
び

家
事
援
助
を
現
物
給
付
と
し
て
受
け
取
る
。
在
宅
介
護
は
、
自
宅
に
限

ら
ず
、
高
齢
者
居
住
ホ
ー
ム
、
高
齢
者
ホ
ー
ム
、
障
害
者
の
た
め
の
居

住
ホ
ー
ム
又
は
同
等
の
障
害
者
施
設
に
入
所
し
て
い
る
要
介
護
者
に

も
、
提
供
さ
れ
る
。
し
か
し
、
要
介
護
者
の
入
所
し
て
い
る
施
設
が
介

護
ホ
ー
ム
又
は
類
似
の
施
設
で
あ
る
場
合
に
は
、
要
介
護
者
は
、
施
設

介
護
の
給
付
対
象
で
あ
っ
て
、
在
宅
介
護
の
給
付
を
受
け
る
こ
と
は
で

き
な
い
０

在
宅
介
護
援
助
を
行
う
の
は
、
要
介
護
者
の
介
護
区
分
に
応
じ
て
、

三
三
〇

介
護
金
庫
と
介
護
提
供
契
約
を
締
結
し
て
い
る
訪
間
介
護
施
設

（例
え

ば
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
）
が
雇
用
す
る
介
護
者
、
介
護
金
庫

が
契
約
を
締
結
し
て
い
る
介
護
者
又
は
介
護
金
庫
が
雇
用
す
る
介
護
者

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
介
護
は
、
こ
れ
を
要
介
護
者
の
家
族
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
あ
る
い
は
要
介
護
者
自
身
が
用
意
し
た
職
業
的
介
護
者
が
行
う

こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
要
介
護
者
は
、
在
宅
介
護
援
助
に
代
え

て
、
介
護
手
当
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

介
護
者
で
あ
る
家
族
の
体
暇
や
病
気
そ
の
他
介
護
に
支
障
が
生
じ
る

場
合
、
要
介
護
者
は
代
替
の
介
護
者
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

０
　
部
分
施
設
介
護

（↓
①
〓
絡
翠
】ｏ
●
営
ｏ
「
コ
①”
Ｃ

及
び
短
期
介
護

（因
【
ミ
住
ぼ
コ
出
ｅ

こ
れ
に
は
、
①
デ
イ

・
ケ
ア

（↓
品
り
ｏ
や
両
こ

と
ナ
イ
ト

・
ケ
ア

（Ｚ
，
ｏＦ
ｕ
”
①”
ｏ
）、
②
短
期
介
護

（シ
ョ
ー
ト
ス
テ
ィ
）
が
あ
る
。
在

宅
介
護
が
十
分
に
確
保
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
デ
イ

・
ケ
ア
施
設
や
ナ

イ
ト

・
ケ
ア
施
設
に
お
い
て
、
部
分
施
設
介
護
が
提
供
さ
れ
る
。
こ
の

介
護
給
付
は
、
と
く
に
、
要
介
護
者
が

一
時
的
に
悪
化
し
た
と
か
、
介

護
者
の
介
護
負
担
を
昼
間
あ
る
い
は
夜
間
に
軽
減
す
る
と
か
、
介
護
者

に
就
労
を
可
能
に
す
る
た
め
な
ど
に
行
わ
れ
る
。



在
宅
介
護
や
部
分
施
設
介
護
が
で
き
な
い
場
合
、
要
介
護
者
は
、
短

期
介
護
施
設
で
短
期
介
護
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

０
　
ル九
全
施
設
介
護

（く
ｏ
〓
絡
翠
【ｏ
●
鶴
ｏ
「
“
£
こ

要
介
護
者
に
は
、
在
宅
介
護
や
部
分
施
設
介
護
が
不
可
能
で
あ
る
か
、

あ
る
い
は
こ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
お
け
る
特
殊
性
か
ら
考
慮
に
値

し
な
い
場
合
に
は
、
完
全
施
設
介
護
が
提
供
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

完
全
施
設
介
護
が
在
宅
介
護
や
部
分
施
設
介
護
に
対
し
て
補
充
的
な
給

付
の
ご
と
き
印
象
が
あ
る
。
し
か
し
、
要
介
護
者
は
、
み
ず
か
ら
の
介

護
段
階
に
係
わ
り
な
く
、
在
宅
介
護
と
完
全
施
設
介
護
の
双
方
に
つ
い

て
、
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
自
己
決
定
権
の
尊
重
で
あ
る

３
０
ロ

目
二
条
）。
も
っ
と
も
、
完
全
施
設
介
護
介
は
必
要
で
な
い
さ
れ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
要
介
護
者
が
こ
れ
を
選
択
し
た
場
合
、
要
介
護
者
は
、
在

宅
介
護
の
さ
い
の
介
護
段
階
に
相
当
す
る
で
あ
ろ
う
現
物
給
付
を
超
え

て
請
求
で
き
な
い
。
選
択
権
の
行
使
が
保
険
団
体
に
と
っ
て
過
剰
負
担

に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
。

宿
泊
、
食
事
そ
れ
か
ら
追
加
給
付
の
費
用
は
要
介
護
者
自
身
が
負
担

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
３
０
ロ
ロ
四

一
条
、
八
四
条
、
八
七
条
、
八
八

条
）
。

ド
イ
ツ
に
お
け
る
高
齢
者
介
護
制
度
と
高
齢
者
の
権
利
保
障

（
一
）

０
　
介
護
者
の
社
会
保
険

介
護
保
険
は
、
家
族
や
隣
人
な
ど
無
償
で
従
事
す
る
介
護
者
に
係
る

社
会
保
険
の
負
担
を
引
き
隻
け

椰
いつ
。
”
目
四
四
条

一
項
）。
在
宅
介
護

を
強
化
し
、
推
進
す
る
た
め
で
あ
る
。

０
　
介
護
の
給
付
責
務

介
護
保
険
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
介
護
給
付
を
被
保
険
者
に
対
し
て

確
実
に
実
施
す
る
責
務
を
負
っ
て
い
る
の
は
介
護
金
庫
で
あ
る

３
０
国

目
一
二
条

一
項
）。
そ
し
て
、
介
護
金
庫
は
、
「そ
の
給
付
義
務
の
範
囲

内
で
、
必
要
性
に
応
じ
た
、
か
つ
、
均
衡
の
と
れ
た
、
ま
た
、
医
療

ｏ

介
護
的
知
見
か
ら

一
般
的
に
認
め
ら
れ
た
水
準
に
相
応
し
た
介
護
」
を

被
保
険
者
に
対
し
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

ａ
Ｏ
国
目
六
九
条
、　
一

一
条

一
項
）。
給
付
が

「必
要
性
」
に
応
じ
た
も
の
か
否
か
は
、
そ
の
介

護
の
目
的
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
ま
た
、
介
護
が
医
療

・
介
護
的
知
見
か

ら

一
般
的
に
認
め
れ
た
水
準
に
適

っ
た
も
の
、で

あ
る
と
、
こ
れ
は
効
果

的

（ヨ
】『Ｆ
８
８
庁
①こ

な
給
付
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
給
付
の
必

要
性
及
び
効
果
性
と
い
う
基
準
を
包
括
す
る
の
が
給
付
の
経
済
性

（５
）

（ヨ
〓
の多
〓

争̈
だ
①
こ

で
あ
る
。

一一一一一一
一
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そ
こ
で
、
介
護
保
険
の
給
付
は
、
効
果
的
か
つ
経
済
的
に
提
供
さ
れ
、

必
要
な
範
囲
に
お
い
て
請
求
さ
れ
る
も
の
と
す
る

（∽
Ｏ
ω
目
四
条
三

項
）。
こ
の
要
件
を
充
た
さ
な
い
給
付
を
介
護
金
庫
は
同
意
す
る
こ
と
が

許
さ
れ
な
い

（∽
０
”
目
二
九
条

一
項
）。
こ
れ
が
経
済
性
の
要
請
で
あ

′つ
。こ

の
被
保
険
者
に
対
す
る
介
護
実
施
義
務
を
履
行
す
る
た
め
、
介
護

金
庫
は
、
そ
の
州
連
合
と
介
護
供
給
契
約

（く
ｏあ
９
磐
厭
〕躊
①諄
轟
”
ｅ

を
取
り
交
わ
し
た
介
護
施
設

■
」】①”
８
一日
【ｏ，
一日
”
ｏこ

と
契
約
を
締

結
ち
犯
。
介
護
施
設
は
、
こ
の
介
護
提
供
契
約
を
通
じ
て
、
被
保
険
者

の
在
宅
介
護
及
び
施
設
介
護
を
行
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
義
務
を

負
う
。
ま
た
、
在
宅
介
護
及
び
家
事
援
助
の
提
供
に
関
し
て
は
、
介
護

金
庫
は
、
適
切
な
個
々
の
介
護
者

つ
〔】品
ｏ
庁
轟
沖
８
）
と
契
約
を
締
結

す
る
こ
と
も
で
き
る
３
０
”
目
七
七
条

一
項
）。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
方

法
で
は
、
被
保
険
者
に
十
分
な
世
話
が
で
き
な
い
場
合
に
か
ぎ

っ
て
、

介
護
金
庫
は
、
雇
用
し
た
介
護
者
に
よ
る
介
護
給
付
を
提
供
す
る
こ
と

が
許
さ
れ
る

（∽
０
”
目
七
七
条
二
項
）。

そ
こ
で
、
こ
う
し
た
介
護
給
付
シ
ス
テ
ム
に
鑑
み
、
ま
ず
、
介
護
給

付
を
実
際
に
提
供
す
る
介
護
施
設
な
ど
介
護
事
業
者
の
質
が
ど
の
よ
う

に
し
て
制
度
的
に
確
保
さ
れ
て
い
る
の
か
、
つ
い
で
、
提
供
さ
れ
る
介

一一一一一一二

護
給
付
の
質
が
い
か
に
し
て
制
度
的
に
確
保
さ
れ
て
い
る
の
か
を
概
略

す
る
こ
と
と
す
る
。

２

介
護
事
業
者
の
質
確
保

介
護
事
業
者
の
質
確
保
と
し
て
、
①
認
可
介
護
施
設
と
し
て
の
条
件

と
②
介
護
施
設
の
多
様
化
と
競
争
の
推
進
を
取
り
上
げ
る
。

０
　
認
可
介
護
施
設
と
し
て
の
条
件

０
　
介
護
提
供
契
約
の
締
約
資
格

介
護
提
供
契
約
は
、
①
介
護
施
設
と
し
て
の
要
件
を
充
足
し

３
０
”

目
七
一
条
）、②
給
付
能
力
の
あ
る
か
つ
経
済
的
な
介
護
の
た
め
の
保
障

を
提
供
す
る
介
護
施
設

３
０
”
目
七
二
条
三
項
）
と
の
み
締
結
す
る
こ

と
が
許
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
介
護
施
設
が
右
の
要
件
を
充
足
し
て
い
る

か
ぎ
り
、
介
護
提
供
契
約
の
締
約
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る

ａ
Ｏ
ロ

圏
七
二
条
三
項
）。

締
約
資
格
に
係
わ
る

「介
護
施
設
」
と
は
、
こ
れ
が

「独
立
し
て
経

営
さ
れ
る
」施
設
で
あ
る
こ
と
、
つ
い
で
、
そ
の
提
供
す
る
介
護
が
「養



成
訓
練
を
受
け
た
介
護
専
門
職

つ
”
出
Ｒ
器
Ｆ
Ｆ
Ｓ
沖
）
の
恒
常
的
な
責

任
の
も
と
」
に
行
わ
れ
る
施
設
で
あ
る
こ
と
で
あ
る

（∽
０
”
目
七

一

条
）。「独

立
し
て
経
営
さ
れ
る
」
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
経
済
的

・

組
織
的
な
独
立
性
と
理
解
さ
れ
て
ぃ
こ
。
し
た
が
つ
て
ヽ
当
該
施
設
に

お
い
て
も
っ
ぱ
ら
要
介
護
者
の
み
が
世
話
さ
れ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と

か
、
又
は
、
在
宅
介
護
に
さ
い
し
、
要
介
護
者
の
住
居
で
の
介
護
給
付

の
み
が
提
供
さ
れ
る
と
か
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
施
設
の
設
置

者
が
異
な
っ
た
事
業
領
域
を
経
営
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
を
経
済

的

ｏ
組
織
的
に
独
立
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
こ
で
の
人

的
な
や
り
繰
り
は
許
さ
れ
る
し
、
場
所
の
分
別
は
必
要
と
さ
れ
魯
だ
。

経
営
の
独
立
性
の
要
請
は
、
病
院
や
リ
ハ
ビ
リ
施
設
と
い
っ
た
医
療

給
付
を
提
供
す
る
施
設
も
介
護
給
付
の
提
供
に
組
み
入
れ
よ
う
と
す
る

と
こ
ろ
に
狙
い
が
あ
る
。
在
宅
介
護
の
分
野
で
は
、
訪
問
介
護
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
す
る
高
齢
者
ホ
ー
ム
や
介
護
ホ
ー
ム
の
ご
と
く
、
従
来
よ
り

異
な
る
形
態
の
介
護
に
従
事
し
て
き
た
施
設
も
活
性
化
さ
れ
る
べ
き
と

す
る
。
か
か
る
施
設
が
管
理
コ
ス
ト
を
節
約
し
、
病
院
分
野
か
ら
の
経

験
を
施
設
介
護
に
、
ま
た
施
設
介
護
で
の
経
験
を
在
宅
介
護
に
生
か
す

こ
と
が
で
き
る
と
見
込
ま
れ
て
い
る
の
で
ぁ
漣
。

ド
イ
ツ
に
お
け
る
高
齢
者
介
護
制
度
と
高
齢
者
の
権
利
保
障

（
一
）

「恒
常
的
な
責
任
の
も
と
」
と
は
、　
一
日
中
介
護
に
対
す
る
責
任
を

免
れ
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
（
肥
二

人
の
介
護
専
門
職
に
よ
っ
て
、

介
護
が
す
べ
て
若
し
く
は
も
っ
ぱ
ら
提
供
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
施
設
入
所
の
介
護
施
設
に
お

い
て
は
、
介
護
分
野
に
責
任
を
負
っ
て
い
る
管
理
的
な
介
護
専
門
職
の

資
格
次
第
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
介
護
ホ
ー
ム
の
施
設
長
若
し
く

は
支
配
人
に
は
か
か
る
要
件
は
必
要
で
な
い
。施
設
の
設
置
者
は
、
ホ
ー

ム
法
が
施
設
長
の
適
正
と
し
て
い
る
最
低
要
件

（口
Ｑ
日
Ｑ
二
条
二
号
）

を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
祀
。

０
　
介
護
提
供
契
約
の
解
約

介
護
提
供
契
約
の
解
約
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
介
護
施
設
は
認
可
介
護

施
設
と
し
て
の
地
位
を
失
う
こ
と
か
ら
、
介
護
施
設
の
質
を
間
接
的
な

が
ら
確
保
す
る
機
能
を
持
つ
と
い
え
よ
う
。

認
可
介
護
施
設
が
認
可
要
件
の
一
つ
を
も
は
や
充
足
し
な
く
な
っ
た

場
合
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
介
護
金
庫
州
連
合
は
、
介
護
提
供
契
約

の
一
部
又
は
全
部
を
解
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は
、　
一

年
の
解
約
告
知
期
間
を
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

３
０
”
圏
七
四
条

一

項
）。

一一一一一一一一一
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ま
た
、
介
護
金
庫
州
連
合
は
、
つ
ぎ
の
場
合
に
は
、
た
だ
ち
に
介
護

提
供
契
約
を
解
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
①
介
護
施
設
の

設
置
者
が
要
介
護
者
又
は
費
用
負
担
者
に
対
す
る
法
律
上
又
は
契
約
上

の
義
務
に
違
背
し
、
契
約
を
継
続
し
難
い
場
合
、
②
要
介
護
者
が
義
務

違
反
の
結
果
損
害
を
被
り
又
は
施
設
が
提
供
さ
れ
た
給
付
を
費
用
負
担

者
に
対
し
て
決
算
し
な
い
場
合
で
あ
る
。

介
護
ホ
ー
ム
の
設
置
者
が
、
ホ
ー
ム
法
に
よ
る
開
業
許
可
を
取
り
消

さ
れ
、
又
は
ホ
ー
ム
の
経
営
が
禁
止
さ
れ
た
場
合
、
介
護
提
供
契
約
は

直
ち
に
解
約
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る

（∽
〇
ロ
ロ
七
四
条
二
項
）。

②
　
介
護
施
設
の
多
様
性

・
競
争
の
推
進

＜ａ＞
　
介
護
施
設
の
多
様
性

介
護
施
設
の
運
営
者
は
伝
統
的
に
多
種
多
様
で
あ
る
が
、
こ
の
多
様

性
を
介
護
金
庫
が
排
除
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い

３
０
”
目
一
一
条

二
項

一
文
）
。
介
護
金
庫
は
、
締
約
権
限
の
行
使
に
さ
い
し
て
、
公
益
、

教
会
、
私
的
、
公
的
と
い
っ
た
運
営
者
の
多
様
性
を
尊
重
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
３
０
回
目
六
九
条
三
文
）。
介
護
施
設
に
つ
い
て
は
、
非
常
に

多
く
の
教
会
系
の
福
祉
団
体
が
こ
れ
を
経
営
し
て
い
る
。
こ
の
事
情
も

三
二
四

あ

っ
て
、
介
護
金
庫
は
、
と
く
に
入
所
介
護
施
設
を
選
択
す
る
さ
い
に

意
味
を
も

つ
が
、
要
介
護
者
の
宗
教
的
な
要
請
に
配
慮
し
な
れ
け
ば
な

ら
な
い
と
さ
れ
て
お
り
３
０
口
圏
二
条
三
項
）
、
右
の
義
務
を
よ
り
強
め

る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
公
益
及
び
私
的
な
設
置
者
は
公
的
な
設
置
者
に
優
先
す
る

３
０
”
目
一
一
条
二
項
二
文
）。
公
法
的
な
設
置
者
に
よ
っ
て
経
営
さ

れ
る
介
護
施
設
は
、
介
護
提
供
契
約
の
締
結
に
あ
た
っ
て
、
多
く
の
適

格
性
の
あ
る
介
護
施
設
の
な
か
で
の
選
択
が
必
要
な
場
合
、
公
益
及
び

私
的
な
設
置
者
に
対
し
て
劣
後
さ
せ
ら
れ
る

３
０
ω
Ｘ
】七
二
条
三
項
二

文
）。も

つ
と
も
、
か
か
る
優
先
的
取
り
扱
い
に
実
際
上
重
要
な
意
味
が
認

め
ら
る
こ
と
は
疑
間
で
あ
る
と
の
指
摘
も
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
介
護

施
設
の
認
可
に
は
、
病
院
の
場
合
と
異
な
り
、
需
要
を
考
慮
し
た
認
可

制
限
は
、
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
介
護
金
庫
の
州
連
合
に

は
、
要
件
を
充
た
し
た
介
護
施
設
を
実
際
の
介
護
需
要
を
超
え
て
も
認

可
す
る
こ
と
の
可
能
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

か
か
る
設
置
者
の
多
様
性
を
維
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
介
護
費
用
の

（・２
）

抑
制
が
目
論
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。



０
　
競
争
の
推
進

被
保
険
者
は
異
な
っ
た
設
置
者
の
施
設
や
サ
ー
ビ
ス
か
ら
選
択
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
３
０
”
目
二
条
二
項
）。
そ
こ
で
、
介
護
金
庫
は
、
要

介
護
者
に
、
在
宅
介
護
又
は
施
設
介
護
に
対
す
る
申
請
の
承
認
通
知
と

と
も
に
、
要
介
護
者
に
対
し
て
、
居
住
地
域
に
あ
る
認
可
介
護
施
設
の

給
付
及
び
費
用
に
関
す
る
価
格
の
比
較
リ
ス
ト
を
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
同
時
に
、
要
介
護
者
に
、
そ
の
個
人
的
な
状
況
に
お
い
て
、
い

か
な
る
介
護
給
付
が
考
慮
さ
れ
る
か
に
関
す
る
助
言
が
提
供
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
競
争
及
び
現
存
の
供
給
の
一
覧
可
能
性
を

推
進
す
る
た
め
で
あ
る

（∽
〇
田
目
七
二
条
五
項
）。

３

提
供
さ
れ
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
確
保

介
護
提
供
契
約
に
は
、
介
護
施
設
が
契
約
が
継
続
す
る
あ
い
だ
に
被

保
険
者
の
た
め
に
提
供
す
べ
き

一
般
的
な
介
護
給
付
の
様
式
、
内
容
及

び
範
囲

３
０
”
目
四
三
条
二
項
）
が
決
め
ら
れ
る

（∽
０
”
目
七
二
条

一

項
三
文
）
。
し
か
し
、
介
護
給
付
の
内
容
を
よ
り
確
定
す
る
の
が
枠
組
契

約

（”
彗
目
８
く
ｏ諄
島
鴨
）
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
、
枠
組
契
約
と
こ

ド
イ
ツ
に
お
け
る
高
齢
者
介
護
制
度
と
高
齢
者
の
権
利
保
障

（
一
）

れ
が
確
保
を
目
的
と
す
る
介
護
給
付
に
係
る
効
果
性
と
経
済
性
に
関
す

る
検
査
、
さ
ら
に
介
護
の
質
と
質
確
保
の
た
め
の
原
則

・
基
準
な
ど
に

関
し
て
検
討
す
る
。

①
　
枠
組
契
約
の
締
結

枠
組
契
約
は
、
効
果
的
か
つ
経
済
的
な
介
護
、
す
な
わ
ち
在
宅
介
護

及
び
施
設
介
護
の
質
を
確
保
す
る
た
め
に
、
介
護
金
庫
の
州
連
合
会
と

介
護
施
設
の
設
置
者
連
盟
と
の
間
で
締
結
さ
れ
る

６
０
”
目
七
五
条

一

項
）。

枠
組
契
約
に
取
り
決
め
る
べ
き
事
項
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る

３
０
ロ
ロ
七
五
条
二
項
）。
①
介
護
給
付
の
内
容
、
在
宅
介
護
に
お
け
る

一
般
介
護
給
付
の
間
に
あ
る
三
つ
の
境
界
、
宿
泊
と
食
事
に
お
け
る
給

付
及
び
付
加
給
付
、
②
費
用
の
引
き
受
け
、
報
酬
の
計
算
、
こ
れ
に
必

要
な
証
明
及
び
報
告
を
含
む
介
護
の
一
般
的
条
件
、
③
介
護
施
設
の
、

経
済
的
で
、
給
付
に
係
わ
り
、
世
話
の
仕
事
に
向
け
ら
れ
る
人
的
な
配

置
、
④
介
護
の
必
要
性
及
び
期
間
の
検
査
、
⑤
要
介
護
者
が

一
時
的
に

介
護
ホ
ー
ム
を
不
在
に
す
る
場
合
（病
院
へ
の
入
院
、
休
暇
）、
介
護
費

用
の
割
引
、
⑥
Ｍ
Ｄ
そ
の
他
介
護
金
庫
に
よ
っ
て
委
託
さ
れ
た
検
査
官

の
介
護
施
設

へ
の
立
ち
入
り
、
⑦
検
査
費
用
の
分
担
を
含
む
経
済
性
検

三
二
五



法
政
研
究
三
巻
三
・
四
号

（
一
九
九
九
年
）

査
の
手
続
及
び
検
査
の
原
則
、
③
介
護
給
付
を
可
及
的
に
近
く
で
提
供

す
る
た
め
、
介
護
施
設
の
場
所
的
、
地
域
的
な
市
場
範
囲
の
確
定
に
関

す
る
原
則
、
で
あ
る
。

こ
の
枠
組
契
約
の
内
容
に
関
し
て
は
、
介
護
金
庫
の
中
央
連
合
会
及

び
介
護
施
設
設
置
者
の
連
邦
レ
ベ
ル
で
の
連
盟
等
が
、
勧
告
す
べ
き
も

の
と
さ
れ
て
い
る

（∽
Ｏ
ω
目
七
五
条
五
項
）。

枠
組
契
約
は
、
介
護
金
庫
の
み
な
ら
ず
、
す
べ
て
の
認
可
さ
れ
た
介

護
施
設
を
、
こ
れ
が
個
別
の
介
護
提
供
契
約
の
対
象
と
さ
れ
て
い
な
い

と
き
も
、
直
接
に
拘
束
す
る
３
０
”
目
七
五
条

一
項
四
文
）。
こ
の
こ
と

か
ら
、
枠
組
契
約
の
内
容
が
そ
れ
以
前
に
介
護
提
供
契
約
の
枠
内
で
取

り
決
め
ら
れ
た
個
別
の
合
意
を
排
除
す
る
こ
と
に
な
る
。

枠
組
契
約
は
、　
一
年
間
の
告
知
期
間
を
お
け
ば
、
い
ず
れ
の
契
約
当

事
者
か
ら
も
、
そ
の
全
部
又
は

一
部
を
解
約
す
る
こ
と
が
で
き
る

ａ
Ｏ
口
圏
七
五
条
四
項
）。

②
　
経
済
性
の
検
査

介
護
金
庫
の
州
連
合
は
、
在
宅
介
護
、
部
分
施
設
介
護
そ
し
て
完
全

施
設
介
護
の
給
付
に
関
し
て
、
そ
の
経
済
性
と
効
果
性
を
、
任
命
し
た

専
門
家
に
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

６
０
国
圏
七
九
条

一
項

一
文
）。

〓
〓
ニ
エハ

介
護
施
設
が
経
済
的
か
つ
履
行
可
能
な
世
話
に
関
す
る
保
障
を
も
は
や

提
供
し
な
い
か
、
七

一
条
の
要
件
を
も
は
や
充
足
し
な
い
こ
と
の
前
兆

が
認
め
ら
れ
る
と
き
経
済
性
の
検
査
の
実
施
が
介
護
金
庫
の
州
連
合
に

義
務
付
け
ら
れ
る

（∽
〇
ロ
ロ
七
九
条

一
項
二
文
）。

審
査
を
行
う
専
門
家
は
、
介
護
金
庫
の
州
連
合
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る

が
、
そ
の
授
権
に
つ
い
て
介
護
施
設
の
設
置
者
に
聴
聞
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
専
門
家
の
授
権
と
任
務
に
関
す
る
詳
細
は
枠
組
契
約
に
規
定

さ
れ
る

（∽
〇
”
目
七
五
条
二
項
七
号
）。

介
護
施
設
の
設
置
者
は
、
審
査
の
た
め
に
必
要
な
資
料
を
提
出
し
、

必
要
が
あ
れ
ば
、
介
護
者
や
経
営
に
関
す
る
情
報
を
取
り
計
ら
ね
ば
な

ら
な
い
。
か
か
る
協
働
を
ま
っ
た
く
又
は
部
分
的
に
拒
む
と
、
こ
れ
は
、

解
約
事
由
と
な
る
６
の
国
目
七
四
条
）。
協
働
に
関
す
る
詳
細
は
枠
組
契

約
に
明
ら
か
に
さ
れ
る

（∽
Ｏ
ω
目
七
五
条
二
項
七
号
）。

審
査
の
結
果
、
七
二
条
三
項

一
文
の
要
件
が
も
は
や
充
足
し
な
い
と

い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
介
護
金
庫
の
州
連
合
は
、
そ
こ
か
ら

結
論
を
引
き
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
州
連
合
は
、
要
件
の
充
足
の

た
め
の
期
間
を
設
け
る
か
、
又
は
重
大
な
不
充
足
で
あ
れ
ば
、
介
護
提

供
契
約
を
解
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
八
〇
条
三

項
が
規
定
す
る
質
検
査
の
結
果
が
準
用
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、



結
果
は
つ
ぎ
の
報
酬
協
定
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る

ａ
Ｏ
ω
目
七
九
条
三

項
）
。③

　
共
通
か
つ
統

一
的
な
原
則
及
び
基
準

介
護
の
質
を
確
保
す
る
こ
と
は
関
係
施
設
の
絶
え
る
こ
と
の
な
い
課

（・３
）

題
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
在
宅
介
護

・
施
設
介
護
の
質
と
こ

れ
を
確
保
し
、
質
の
検
査
を
実
施
す
る
手
続
き
に
関
す
る
共
通
か
つ
統

一
的
な
原
則
と
基
準
に
関
し
、
介
護
金
庫
の
全
国
連
合
会
、
介
護
施
設

の
設
置
者
の
全
国
連
盟
な
ど
が
、
疾
病
金
庫
の
全
国
連
合
会
の
Ｍ
Ｄ
な

ど
と
密
接
に
協
働
し
つ
つ
、
合
意
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
合

意
は
、
す
べ
て
の
介
護
金
庫
そ
の
連
合
及
び
認
可
さ
れ
た
介
護
施
設
を

直
接
拘
束
す
る
３
０
ロ
ロ
八
〇
条

一
項
）
。
質
の
確
保
は
、
施
設
介
護
で

は
、　
一
般
的
な
介
護
給
付
と
な
ら
び
宿
泊
と
食
事

３
０
ロ
ロ
八
七
条
）、

そ
れ
に
追
加
給
付

０
０
”
目
八
八
条
）
に
も
及
ぶ

６
０
”
目
八
〇
条
二

項

一
文
）
。

合
意
に
よ
れ
ば
、
介
護
の
構
造
の
質
、
介
護
の
経
過
の
質
、
そ
し
て

介
護
の
成
果
の
質
が
区
別
さ
れ
る
。
施
設
の
構
造
基
準
と
い
う
の
は
、

介
護
施
設
の
経
営
と
っ
て
充
足
す
べ
き
構
造
的

・
人
的

・
物
的
な
要
件

及
び
空
間
的

・
建
築
的
要
件
で
あ
る
。
ま
た
、
介
護
を
実
際
に
行
う
に

ド
イ
ツ
に
お
け
る
高
齢
者
介
護
制
度
と
高
齢
者
の
権
利
保
障

（
一
）

（・４
）

さ
い
し
て
の
質
基
準
が
経
過
の
質
に
関
す
る
基
準
で
あ
る
。

介
護
施
設
は
、
質
確
保
の
措
置
を
と
る
責
務
が
あ
る
。
ま
た
、
介
護

施
設
は
、
介
護
金
庫
の
州
連
合
の
要
求
に
よ
り
、
疾
病
金
庫
の
Ｍ
Ｄ
又

は
州
連
合
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
専
門
家
が
個
別
検
査
、
抜
き
取
り
検

査
及
び
比
較
検
査
に
よ
っ
て
給
付
の
質
を
検
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
検
査
は
、
介
護
、
世
話
の
経
過
、
介
護

の
成
果
の
質
に
及
ぶ
。

前
項
に
よ
る
検
査
の
結
果
は
、
介
護
金
庫
の
州
連
合
か
ら
、
当
該
介

護
施
設
に
伝
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。質
の
欠
鋏
が
認
め
ら
れ
る
場
合
、

介
護
金
庫
の
州
連
合
は
、
介
護
施
設
及
び
そ
の
設
置
者
が
属
す
る
連
盟

に
聴
間
を
行
い
、
い
か
な
る
措
置
が
な
さ
れ
る
べ
き
か
を
決
定
し
、
こ

れ
に
関
す
る
決
定
を
施
設
の
設
置
者
に
伝
達
し
、
同
時
に
そ
の
欠
鋏
を

除
去
す
る
に
相
当
の
期
間
を
お
く
。
欠
鋏
が
期
間
内
に
除
去
さ
れ
な
け

れ
ば
、
州
連
合
は
、
介
護
提
供
契
約
を
七
四
条

一
項
に
よ
っ
て
、
重
大

な
場
合
に
に
は
、
七
四
条
二
項
に
よ
っ
て
、
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る

ａ
Ｏ
∪
目
八
〇
条
三
項
）。

（１
）
「
①けｑ

Ｃ
斜
と
目
運
ｗ
∽
〇
”
Ｘ
Ｈ
∽
ｏ
ゝ
”
【
リ
ロ
ｏ̈
①く
①
『ａ
２
お
壼
Ｈ
顧
ヽ

い０
一０
・∽
も
『
・

三
二
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（
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九
年
）

Ｃ
，
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も
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，

る
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Ｐ
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お
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Ｆ
３
８
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‘
品
）
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Ｏ
Ｑ
ｒ
“
『缶
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